
 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

を公布する。 

  令和８年６月３０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第１８号 

  



   墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年墨田区条例

第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

 

東京都市計画東武曳舟駅前地

区地区整備計画区域 

令和８年墨田区告示第１１０号に定める東京都市計画

東武曳舟駅前地区地区計画の地区整備計画の区域 
 

 別表第３に次のように加える。 

 ９ 東京都市計画東武曳舟駅前地区地区整備計画区域 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く） （け） （こ） （さ） （し） 
            
建築しては

ならない建

築物 

(あ)の適 

用除外

のもの 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物の

壁面の位

置の制限 

(え)の適用 

除外のも

の 

建築物の

高さの最

高限度  

(か)の適用 

除外のも

の 

建築物の

容積率の

最低限度 

(く)の適 

用除外

のもの 

建築物の

容積率の

最高限度 

(こ)の適 

用除外

のもの 

建築物の建

ぺい率の最

高限度 

            
風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第６項

各号、第７

項各号及び

第８項から

第１０項ま

でのいずれ

かに該当す

る営業の用

途に供する

もの 

 ５００平

方メート

ル。ただ

し、次に

掲げるい

ずれかの

敷地とし

て使用す

る場合に 

おいては、 

この限り

でない。 

１ 公衆

便所、

巡査派

出所そ

の他こ

れらに

類する

公益上

必要な

建築物

の敷地 

２ 歩行

者の回

遊性及

び利便

性の向

上並び

ににぎ

東京都市

計画東武

曳舟駅前

地区地区

計画の計

画図３に

示す壁面

の位置の

数値 

１ 落下

物に対

する防

護とし

て設け

るひさ

し、バ

ルコニ

ー等 

２ 転落

防止に

対応す

る鉄柵

等 

       



わいの

ある複

合市街

地の形

成のた

めに設

ける公

園施設

等の敷

地             

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


